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令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日 

 

 

各建設業関係団体の長 様  

 

千  葉  県  県  土  整  備  部  長  

        （  公  印  省  略  ）      

 

 

工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

防止対策の徹底について（通知） 

 

このことについて、令和２年４月２０日付け事務連絡で国土交通省土

地・建設産業局建設業課長から別添１のとおり通知がありました。  

つきましては、県においては別添２のとおり取り扱うこととしましたの

で、貴団体におかれましては、ご理解と傘下会員への周知をお願いしま

す。  
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  部 内 各 課 の 長 

               様 

  部 内 各 出 先 機 関 の 長 

 

県  土  整  備  部  長  

 

工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

防止対策の徹底について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、令和２年４月９

日付け技第４５号及び建不第７０号「新型コロナウイルス感染症に係る緊

急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(通知)」（以下「４月９

日通知」という。）により適切な運用について通知したところです。  

このたび、令和２年４月２０日付け事務連絡で国土交通省土地・建設産

業局建設業課長から別添１のとおり通知がありました。  

つきましては、この通知の趣旨を踏まえ、継続している工事又は調査、

設計等の業務（以下「工事等」という。）については、受発注者双方におい

て感染拡大防止対策が適切に実施されるよう、別途通知を行うまでの間、

下記のとおり取り扱うこととしますので、適切に対応するようお願いしま

す。  

なお、本通知は、工事等の継続を受注者の意に反して推奨する趣旨では

なく、受注者から一時中止等の希望がある場合には、４月９日通知に基づ

き、一時中止措置等を行うとともに、必要に応じて請負代金額若しくは業

務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応

するようお願いします。  

また、各市町村及び各建設業関係団体あてに、別途送付していることを申

し添えます。  

 

記  

 

１ 感染拡大防止対策の徹底 

感染拡大防止対策の徹底については、４月９日通知に基づくこととし、具

別添２  



体的には、手洗いや咳エチケットの励行、消毒液の設置、発熱等の症状が

みられる者の休暇の取得等の基本的な対策やテレワーク等の実施に努め

るほか、「３つの密を避けるための手引き（別紙１）」や「建設現場「三

つの密」の回避等に向けた取組事例（別紙２）」等を参考にしつつ、引き

続き、受発注者双方において感染拡大防止対策を徹底すること。 

このほか、具体的な対策事例については、受発注者を問わず、「#建設現

場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを広く周

知するなど、SNS の活用等により、好事例の普及・展開を図ること。 

 

２ 感染拡大防止対策に係る設計変更 

受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、

受発注者間で設計変更の協議を行うこと。その上で、個別の現場に係る感

染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工

計画書または業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を

行い、請負代金額又は業務委託料の変更や工期又は履行期間の延長を行う

こと。 

 
  設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用（例） 
 
  ＜共通仮設費＞ 

● 現場事務所の拡張費用等 
※その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算
の対象外とする。 

  ＜現場管理費＞ 
● 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リ
ース費用 

● 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 
※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象
外とする。 

 
     なお、ここで掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認め

られる対策については、設計変更を行うことを妨げない。 
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